
 

        資料１ 

卸売市場法等の一部改正に伴う小田原市公設地方卸売市場条例の一部改正について 

 ［改正理由］ 

   卸売市場法等が一部改正され、卸売市場の認定要件に指定飲食料品等について公

表することが追加されることに伴い、所要の措置を講ずるため条例を改正する。 

 ［内  容］ 

第３条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の取扱品目に食品等持続的供給法第４２条第１項に規定する指定

飲食料等が含まれるときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、

当該指定飲食料品等を公表するものとする。ただし、市場において取扱予定がな

いものを除く。 

第３５条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 市長は、卸売業者から条例第３５条の２の規定による報告を受けたときは、次

に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものと

する。 

(1) 第３条第２項に基づき公表された指定飲料等に係る食品等持続的供給法第

４２条第１項第１号に規定する指標。 

(2) 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容。 

第３５条の２を第３５条の３とし、第３５条の次に次の１条を加える。 

（食品等持続的供給法に係る公表） 

第３５条の２ 市長は、インターネットの利用その他の適切な方法により、以下の

事項を公表するものとする。 

(1) 取扱品目のうち食品等持続的供給法第４２条第１項に規定する指定飲食料品

等（取扱予定のないものを除く） 

(2) (1)に基づき公表された指定飲食料品等に係る食品等持続的供給法第４２条第

１項第１号に規定する指標 

(3) 食品等持続的供給法第３６条各号に規定する措置の内容。 

 ［そ の 他］ 

  (1)小田原市議会３月定例会にて条例改正を予定。 

(2)改正する条文については、当市総務部総務課との調整により文書体裁等の軽微

な変更が生じることがあります。 


